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一．はじめに

株式会社の不正行為の抑止あるいは是正のためには株主の適切な監督是正

権の行使が必要となり、そのために株主は広範あるいは詳細な会社情報を入

手する必要がある。とりわけ、会計情報は健全なコーポレート・ガバナンス

を構築するための重要な情報源となり、株主はそうした情報を入手している

か否かでその権利行使により得られる結果にも影響しうる。

会計情報に係る近時の重要判例として、会計限定監査役による計算書類等

の監査に係る注意義務が争われた最判令和 3年 7月19日裁時1772号 1 頁があ

る。この事案で裁判所は、会計限定監査役の任務につき「計算書類等の監査

を行うに当たり、会計帳簿が信頼性を欠くものであることが明らかでない場

合であっても、計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致してい

ることを確認しさえすれば、常にその任務を尽くしたといえるものではな

い」とした。コーポレート・ガバナンスの持続的な向上のためには会計帳簿

に記載された情報の監査が重要であることを示唆している。

他方で、近時の株主による会社情報の収集権に関する重要判例としては、

最判令和 3年 7月 5日裁時1771号 5 頁がある。この事案は株式併合による

（1）

（2）

（3）

（ 1 ）　本稿は、わが国の会社情報の収集権について検討した、拙著『アメリカ会社法にお

ける株主の会社情報の収集権～模範事業会社法の改正の経緯を中心に～』269頁以下（専

修大学出版局、2019年）及び拙稿「判批」専法135号381頁（2019年）を基礎として、加

筆修正を加えたものである。

（ 2）　評釈として、受川環大「判批」新・判例解説Watch◆商法No.153 1頁（2021年）、

弥永真生「判批」ジュリ1563号 2 頁（2021年）がある。原審につき、一ノ澤直人「判批」

リマークス61号94頁（2020年）、受川環大「判批」新・判例解説Watch（法セ増刊）117

頁（2020年）、滿井美江「判批」金判1598号 2 頁（2020年）、弥永真生「判批」ジュリ

1541号 2 頁（2020年）、同「判批」金判1582号 2 頁（2020年）等がある。

（ 3）　評釈として、得津晶「判批」法教494号137頁（2021年）がある。
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キャッシュ・アウトの効力発生後に株主の地位を失った旧株主が係る株式買

取請求権の価格決定申立権を行使している場合における株主総会議事録の閲

覧謄写の可否が争われた。裁判所は「株式併合により端数となる株式につき

適切な対価の交付を確保するため会社の業務ないし財産の状況等を踏まえた

合理的な検討を行う必要がある」として、キャッシュ・アウトにおける価格

の公正性を確保するための手段として株主総会議事録の閲覧謄写を重要視し

て、その閲覧謄写を認めている。会社情報の収集権がキャッシュ・アウトの

局面においても重要な役割を担っていることが窺われる。

ところで、会社法は株主に会計帳簿の閲覧謄写請求を付与しており（同法

433条 1 項）、これは株主の会社情報の収集権の中心となる権利である。しか

し、調査対象となる会計帳簿の範囲や請求理由の具体性といった解釈上の問

題も多く、現在でも多くの訴訟が提起されている。あるいは、株主名簿や取

締役会議事録も含めて、株主の情報収集権として議論されることもあるが、

権利行使要件等が異なるためにその関係性も問題となる。

そこで本稿では、会計帳簿の閲覧謄写請求に係る重要判例である東京高判

平成28年 3 月28日金判1491号16頁を手がかりに、他の情報収集権との関係に

も触れながら、わが国における株主による会社情報の収集権の課題や今後の

在り方について検討する。そうした検討から、コーポレート・ガバナンスを

向上させるために、適切な会社情報の収集権の行使を通した株主の在り方や

その位置付けを明らかにすることを試みるものである。

（4）

（ 4 ）　近時の論稿として、米山毅一郎「株主情報収集権の濫用的行使規制」齊藤真紀ほか

編『企業と法をめぐる現代的課題』67頁（商事法務、2021年）がある。
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二．株主による会計帳簿閲覧謄写請求の意義

1．会計帳簿閲覧謄写請求の位置付け等

わが国の会社法は、監督是正権を効率的、合理的あるいは適切に行使する

ための株主権として、株主に種々の会社情報の収集権を認めている。株主は

取締役等の責任追及のための株主代表訴訟提起権といった会社の業務執行に

対する各種の監督是正権を有している。そうした種々の監督是正権を有効適

切に行使するために、株主は会社の業務及び財産の状況に関する正確かつ詳

細な情報を入手しておく必要がある。

そこで会社法は計算書類及びその附属明細書の閲覧権を株主に付与してい

るが（同法442条 3 項）、会社の経理について必ずしも十分な情報を提供する

ものとはいえない。それゆえに、株主が直接に会計帳簿及びこれに関する資

料の閲覧謄写を請求する権利を有していると説明される。この権利は株主の

監督是正権を行使するための前提ないし手段となる権利であって開示請求権

に属するとされている。

会計帳簿の閲覧謄写請求は、昭和25年商法改正で株主の地位を強化する一

環としてアメリカ会社法の制度に倣って、会社業務を直接に監督・是正する

（5）

（6）

（ 5 ）　尾崎安央「東京商事法研究会・シンポジウム 株主の経営監督機能 基調講演（ 2）

株主の情報収集権」判タ872号20頁（1995年）。龍田節＝前田雅弘『会社法大要（第 2版）』

185頁（有斐閣、2017年）は、種々の監督是正権を実質化させるための権利と位置付け

ている。

（ 6）　江頭憲治郎＝弥永真生編『会社法コンメンタール10─計算等（ 1）』131頁［久保田

光昭］（商事法務、2011年）、上柳克郎＝鴻常夫＝竹内昭夫編集代表『新版注釈会社法（ 9）

─株式会社の計算（ 2）』201頁［和座一清］（有斐閣、1988年）、奥島孝康＝落合誠一＝

浜田道代編『新基本法コンメンタール 会社法 2（第 2版）』401頁［出口正義］（日本評

論社、2016年）参照。
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ための権利の一つとして導入された。その具体的な位置付けとして、株主は

取締役の違法行為等が発覚した場合に監督是正権が留保されているが、取締

役の提供した会社情報では財産状況を知り得ない場合があるから会計帳簿の

閲覧謄写請求や業務検査役の選任請求権が認められているとされる。

ただ、アメリカ会社法とはその位置付けが異なると考えられている。アメ

リカ会社法においては監査役による会計監査制度を有しておらず、裁判所等

による公的機関の選任する業務・財産状況の調査権は一般的に認められてい

ない。それゆえに株主自身の会計監査を担保するための制度とされている。

そもそも、アメリカ会社法の考え方では会計帳簿は有価証券報告書を作成す

るベースにすぎず、絶対漏れないという条件のもとで必要のある範囲を見せ

ると文化の違いがあるといわれている。

ちなみに、アメリカ会社法において株主の会社情報の収集権は次のように

考えられている。株主は会社業務についての情報を得るという基本的な権利

を有しているとする。その一方で、株主が会社を監督するためには、容易に

会社の情報を入手することができ、自由にかつ低廉な費用で他の株主と意思

疎通を図る方法を確保することが重要となるから会社情報の収集権が認めら

（7）

（8）

（9）

（10）

（11）

（ 7 ）　上柳ほか編・前掲（注 6）201頁［和座一清］。会計帳簿閲覧謄写請求権の導入に係

る議論につき、中東正文編著『商法改正（昭和25年・26年）GHQ/SCAP文書』解38頁

以下（信山社、2003年）を参照。

（ 8）　鈴木竹雄「改正法における株主の共益権─特に株主の監督・是正的権利について

─」『商事法研究Ⅲ 会社法（ 2）』43頁（有斐閣、1971年）〔初出 1945年〕。

（ 9）　山口和男＝垣内正「帳簿閲覧請求権をめぐる諸問題」判タ745号4-5頁（1991年）。

（10）　アメリカ会社法においては、株主の自主的監督権を強くするとともに株主の自己防

衛機能を強化する必要から株主に広範な会社情報の収集権が認められていったとも指摘

されている（菅原菊志「取締役・監査役の説明義務」『企業法発展論〔商法研究Ⅱ〕』463

頁（信山社、1993年）、山村忠平『株主の説明請求権』164頁（千倉書房、1969年））。

（11）　河本一郎ほか「〈座談会〉『系列』をめぐる法律問題（上）」商事1258号24頁（1991年）

［神田秀樹助教授発言］。
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れている。

それに対して、わが国の会社法は会計監査等を行う監査役という制度を前

提として、株主に付与された経理検査権の一つとして認められている。すな

わち、個々の株主に対して計算書類等の閲覧権があり、当該計算書類等の記

載が正確であるかを確かめるために会計帳簿の閲覧請求権がある。そのうえ

で広く業務や財産状況を調査するために業務検査役の選任請求が認められて

おり、調査対象等が段階的に規定されている。したがって会社法全体から見

てその在り方が異なる点に留意する必要があると指摘されている。そもそ

も、アメリカにおける会社情報の収集権の本質を踏まえて、わが国の会社情

報の収集権、とりわけ会計帳簿の閲覧謄写請求制度を位置付けると、同制度

は経理検査権であって、内部監査制度が機能していない場合にのみ株主に

よって行使されるべきものであるとの主張もある。

このようにわが国においては会社情報を収集する制度が複数認められてい

ることから、裁判所の選任した中立的・公的な機関に会計帳簿・資料を調査

させ、その結果を株主に報告させる方式を採用して、会計帳簿閲覧謄写請求

権と業務検査役制度の一本化が妥当であると主張されてきた。ちなみに、商

（12）

（13）

（14）

（15）

（12）　拙著・前掲（注 1）16頁。アメリカ会社法における株主の会社情報の収集権の概要

については、さしあたり、See James D. Cox & Thomas Lee Hazen, Business Organizations 

Law, 363-368（5th ed. 2020）.

（13）　森淳二朗「株主の帳簿閲覧請求権」企業会計45巻 6 号41頁（1993年）。同論文では、

会計帳簿の閲覧謄写請求につき、法律論として日米の法制度の差異に注目すべきである

としながらも、アメリカ会社法における単独株主権としての会計帳簿閲覧請求は固有の

制度であって、他の国にも妥当する普遍的原則とはいえないとする。

（14）　木村真生子「会計帳簿閲覧請求権は情報収集権か─アクティビストによる請求権行

使から考える─」Disclosure & IR Vol.14 80頁（2020年）

（15）　石井照久『会社法下巻（商法Ⅲ）』243頁（勁草書房、1967年）、上柳ほか編・前掲（注

6）204頁［和座一清］、大隅健一郎＝今井宏『会社法論上巻（第 3版）』502頁（有斐閣、

1992年）、木俣由美「適切な経営監視のための株主の情報収集権─会計帳簿閲覧権を中

心に─」産法38巻 1 号37頁（2004年）。
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事法務研究会に設置された会社法研究会（座長：神田秀樹学習院大学教授）

では、株主代表訴訟における株主の資料収集の検討において株主の直接的な

会社情報の収集を否定し、検査役による調査を通じて株主の権利を担保しよ

うとする見解が有力に示されたようである。

あるいは、株主に直接調査を認めるのではなく、監査役制度の抜本的な改

善も主張される。監査役は株主総会で資本多数決によって選任され、その人

選には会社経営者や支配株主の意向が反映されやすい。そのため、そうした

監査役に一般株主の立場を代弁させることに無理がある。そこで会社経営者

等から独立した中立の監査役を選任させるという方策を整備すべきであると

する。株主が会計帳簿の閲覧謄写が必要である場合、そのような中立的な監

査役による間接閲覧方式にすることによって、株主による会社情報の調査と

通した不当な会社の業務の阻害を防ぐことができるといわれる。

もとより、会計帳簿閲覧請求と業務検査役選任請求という 2つの制度をど

のように利用させるのが効果的であるかは立法論として重要な問題であると

いう前提ではあるものの、両制度が併存している以上、一方の存在が他方の

利用を妨げることがあってはならないともいわれる。そもそも株主が直接に

会計帳簿等の閲覧謄写を請求できる制度は比較的稀であるといわれており、

そのような観点からは株主の監督機能が充実しているともいいうる。それゆ

えに制度の一本化させるよりもどのように健全なコーポレート・ガバナンス

の構築に資するよう機能させていくかが重要な課題であると思われる。

（16）

（17）

（18）

（19）

（16）　中東正文「株主による会社の書類への直接的アクセス」金判1509号 1 頁（2017年）。

（17）　森・前掲（注13）42頁。

（18）　黒沼悦郎「帳簿閲覧権」民商108巻 4 ・ 5 号529頁（1993年）。

（19）　江頭憲治郎『株式会社法（第 8版）』733頁注 2（有斐閣、2021年）。
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2 ．株主権の濫用等との関係

株主はその有する権利の行使に際して一般私法の原則である権利濫用の禁

止の下に置かれることは当然である。株主名簿閲覧謄写請求に関する事案で

あるが、当該権利行使が権利濫用にあたるとした判例として、最判平成 2年

4月17日判時1380号136頁がある。同事件で、裁判所は「株主は、会社の営

業時間内であれば、いつでも株主名簿の閲覧又は謄写を請求することができ

るが、株主名簿の閲覧又は閲覧の請求が、不当な意図・目的によるものであ

るなど、その権利を濫用するものと認められる場合には、会社は株主の請求

を拒絶することができる」とした。

とりわけ、会計帳簿閲覧謄写請求は、その行使に際して総株主の議決権又

は発行済株式の100分の 3以上を保有しなければならない少数株主権とされ

ていることに加えて、会社による当該請求の拒絶事由を定めている（会社法

432条 1 項、 2項各号）。会計帳簿閲覧謄写請求が少数株主権とされているの

は、株主の情報収集権でも取締役会議事録の閲覧謄写等の一部は単独株主権

とされていることからして、収集しようとする情報の重要性に鑑みて、その

濫用の危険性が高いものが少数株主権とされていると解するのが正当である

と考えられている。

この点、株主平等原則を重視する立場からは、会計帳簿閲覧謄写請求権は

単純な資本多数決のみでは大株主ないし多数派株主の専横が生じやすいこと

（20）

（21）

（20）　近藤光男「株主の権利濫用」『会社支配と株主の権利』195頁（有斐閣、1993年）〔初

出 1990年〕。なお、権利の濫用の意義については、谷口知平＝石田喜久夫編『新版注釈

民法（ 1）─総則（ 1）〔改訂版〕』150頁以下［安永正昭］（有斐閣、2002年）等を参照。

また、株主権の濫用を検討するものとしては荒谷裕子「株主権の濫用」判タ917号30頁

（1996年）等がある。

（21）　小出篤「少数株主権における少数株主要件─持株要件・議決権要件を充たすべき時

期について」飯田秀総ほか編『落合誠一先生古稀記念 商事法の新しい礎石』133頁（有

斐閣、2014年）。
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対する歯止めとしての制度の一つであるともいわれる。そこでは、少数株主

の発言力を強化して大株主に対する対抗力を付与しようとするものであるか

ら株主平等原則と共通の政策目的を有しているとも主張される。

その一方で、拒絶事由の根底には株主の権利一般の行使に関する基本原則

を示しているといわれる。もっとも、拒絶事由については会計帳簿閲覧謄写

請求に係る拒絶事由に形式的に該当したとしてもこれが拒絶の自由につなが

ることのないように、ひいては経営陣の自己保全に利用されることがないよ

うな実質的な法解釈の必要性が主張されている。

ところで、会計帳簿の閲覧謄写請求が少数株主権とされている理由として

は次のような見解もある。会計帳簿閲覧謄写請求権の濫用とは、正当な理由

がないのに閲覧謄写を請求し、場合によっては訴訟を提起し、経営者を困惑

させて当該権利行使とは無関係の不当な要求を認めさせようとする「嫌がら

せ型」の濫用と当該権利行使から得られた結果を株主以外の利益のために不

当に利用する「利益相反型」の濫用に分類されるとする。そのうえで「嫌が

らせ型」の濫用に対しては閲覧謄写請求の拒絶事由に該当するか否かの判断

等によって対処すべきであり、これを理由として会計帳簿の閲覧謄写請求を

少数株主権とすることには合理性がないとする。

他方で、「利益相反型」の濫用は会社が不利益を被る場合に株主は持株割

合に応じて不利益を被ることになるから大株主と持株割合の小さい株主とで

事情が異なるとする。大株主は会社の不利益において利得することは難しい

のに対して、持株割合の小さい株主は株主以外の地位に基づく利益の増加分

（22）

（23）

（24）

（25）

（22）　上村達男「株主平等原則」竹内昭夫編『特別講義商法Ⅰ』21頁（有斐閣、1995年）。

（23）　大隅健一郎「株主権の濫用」『新版 会社法の諸問題』172頁（有信堂、1983年）〔初

出 1977年〕。

（24）　中東正文「会計帳簿閲覧等の拒絶事由は、拒絶の自由を認めるものか？」金判1276

号 1 頁（2007年）。

（25）　黒沼・前掲（注18）521-522頁。
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が自身の株主としての不利益を上回ることが生じやすいから、株主全体に

とって不利益となる行動を起こす誘因がある。さらに利益相反型の請求で

あっても表面上正当な理由によってされるから利益相反の発見が難しい。そ

れゆえに持株割合の小さい株主には会計帳簿の閲覧謄写請求を認めないとい

う方式によって上述のような弊害防止がされ、少数株主権としていることが

正当化されると説明する。

ちなみに、会計帳簿閲覧謄写請求権が濫用的に行使された事案としては、

大阪地判平成11年 3 月24日判時1471号50頁がある。同事件で裁判所は株主が

会社に利益供与をさせるための会計帳簿の閲覧謄写請求であると認定し、平

成17年改正前商法293条の 7第 1項前段（会社法432条 2 項 1 号）に該当する

として株主の請求を棄却している。

本件は会計帳簿閲覧謄写請求権の行使を通した株主の権利行使に関する利

益供与に該当するおそれも強い事案であった。このように会計帳簿の閲覧謄

写請求は株主の有している監督是正権を行使するために重要であるが、潜在

的に濫用の危険性が高いことに留意する必要もある。

3 ．閲覧対象となる範囲

（1）閲覧対象となる会計帳簿の範囲

会計帳簿の閲覧謄写については閲覧の対象となる範囲が問題となる。立法

担当者は、会社法の規定の文言からはどちらの説によるべきかが必ずしも明

らかではなく、会計帳簿閲覧謄写請求権の制度趣旨に照らしてその対象を解

釈せざるを得ないと述べている。

（26）

（27）

（26）　𠮷本健一「判批」商事1634号39頁（2002年）。

（27）　相澤晢編著『立案担当者による新・会社法の解説（別冊商事295号）』124頁注 1（商

事法務、2006年）。なお、会計帳簿の内容については、和久友子「計算書類・会計帳簿等」

江頭憲治郎＝門口正人編集代表『会社法大系第 3巻 機関・計算等』416頁（青林書院、

2008年）も参照。
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学説においては、会計帳簿の閲覧と対象範囲に関して限定説と非限定説の

対立があった。限定説は、会社法433条にいう「会計帳簿」並びに「これに

関する資料」とは、前者につき、同法432条 1 項にいう会計帳簿であって計

算書類及びその附属明細書の作成の基礎となる帳簿をいい、後者については

その会計帳簿の記録材料となった資料及び伝票、契約書あるいは信書等と

いったその他会計帳簿を実質的に補充する資料を意味するとし、多数説とさ

れている。

他方で、非限定説は「会計帳簿又はこれに関する資料」を会社の経理の状

況を示す一切の帳簿及び資料を意味し、会社が法律上の義務として作成する

会計帳簿のみならず任意に作成する帳簿・資料も含むと解する。会計帳簿閲

覧謄写請求の対象の限定は個々の事案ごとに閲覧目的との関連性でなされれ

ば足りるとする。そもそも、会計帳簿閲覧謄写請求権はあくまで当該権利行

使後に予定されている株主権の行使のための手段的権利にすぎず、それだけ

で完結することがないことに鑑みれば非限定説を採用してその実効性を高め

ておくことが必要であると主張する。

こうした見解の対立に対して、判例は限定説に立脚していると考えられて

いる。たとえば、法人税確定申告書が損益計算書及び申告調整に必要な総勘

定元帳を材料に作成される会計処理の下では、法人税確定申告書は会計帳簿

（28）

（29）

（30）

（28）　松田二郎＝鈴木忠一『條解株式會社法 下』457-458頁（弘文堂、1952年）、上柳ほ

か編・前掲（注 6）210頁［和座一清］、大隅＝今井・前掲（注15）504頁等。

（29）　江頭・前掲（注 6）734頁、小橋一郎「帳簿閲覧権」田中耕太郎編『株式会社法講

座 第 4巻』1463頁（有斐閣、1956年）。この見解に対する批判として、たとえば、上柳

ほか編・前掲（注 6）210頁［和座一清］参照

（30）　江頭・前掲（注19）734頁注 1、江頭＝弥永編・前掲（注 6）138頁［久保田光昭］。

なお、アメリカ会社法において会社情報の収集権は制定法に基づく権利とコモン・ロー

に基づく権利が併存しているところ、制定法では調査できる会社情報が具体的に列挙さ

れているが、コモン・ロー上の権利では制定法の権利よりも広範な会社情報が調査対象

となっている（拙著・前掲（注 1）57頁）。
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閲覧謄写請求権の対象とはならないとする（横浜地判平成 3年 4月19日判時

1397号114頁等）。

ただ、会計帳簿の閲覧謄写の対象については、限定説・非限定説も結論的

に閲覧謄写の対象はそれほど異ならないと指摘もされている。なぜなら、結

論が変わるのは、法人税確定申告書のような経理に関するものであり、会計

帳簿を実質的に補充するものにあたらないものが主たる争点となるからであ

る。それゆえに、裁判所は限定説を前提として、法人税確定申告書は会計帳

簿等には該当しないという立場を採っているともいわれる。

（2）近時の判例の動向

とはいえ、会計帳簿の調査対象は上記のような見解に相違があることも

あって近時の裁判例でも争点となっている。まず、東京高判平成28年 9 月28

日D1Law判例ID28244414がある。この事案で東京高裁は原審である東京地

判平成28年 3 月28日D1Law判例ID29017725の判示した「会社法433条 1 項

による閲覧謄写請求の対象となる『会計帳簿』とは、会社法432条 1 項所定

の会計帳簿、すなわち一定時期における営業上の財産が記録される帳簿で

あって、計算書類及びその附属明細書の作成の基礎となるものを意味し、会

計学における日記帳、仕訳帳、総勘定元帳、各種補助簿（現金出納帳、手形

小切手元帳等）をいい、『会計帳簿…に関する資料』とは、会計帳簿を作成

する材料となった資料その他会計帳簿を実質的に補充する資料｣ という解釈

を支持した。こうした理解は会計帳簿に関する積極的な解釈と位置付けられ

ている。

（31）

（32）

（33）

（31）　江頭＝弥永編・前掲（注 6）137頁［久保田光昭］。

（32）　福田千恵子「計算書類・会計帳簿、株主名簿の閲覧謄写等」江頭憲治郎＝門口正人

編集代表『会社法大系第 4巻 組織再編・会社訴訟・会社非訟・解散・清算』533頁（青

林書院、2008年）。

（33）　江頭憲治郎＝中村直人編『論点体系会社法 3（第 2版）』674頁［小松岳志］（第一

法規、2021年）。
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次いで、東京地判平成28年10月 3 日LEX/DB文献番号25537777がある。

この事案で原告である株主は預金通帳が総勘定元帳作成の直接の根拠となる

伝票又は現金出納帳等と同等のものとして利用されているという理由から会

計帳簿又はこれに関する資料に当たると主張した。しかし、裁判所は預金通

帳が「現金出納帳等と同等のものとして利用されている実体は認められず、

他に預金通帳が会計帳簿作成の材料となった資料その他会計帳簿を実質的に

補充する書類である認めるに足りる根拠もない」として、株主の主張を排斥

している。

さらに、東京地判平成30年10月22日LEX/DB文献番号25557540がある。

同事件では会社法433条 1 項に基づき、税務申告書及び月次試算表の閲覧謄

写を求めた事案である。この株主からの請求に対し裁判所は会社法433条 1

項 1 号にいう会計帳簿又はこれに関する資料につき、業務検査役制度が法定

されていることなどに鑑みれば会社の経理の状況を示す一切の帳簿・資料を

いうと解すべき株主の主張を採用することはできないとする。そのうえで、

税務申告書は損益計算書及び総勘定元帳に基づき作成されるものであり、月

次試算表は仕訳帳から総勘定元帳の各勘定口座への転記が正確に行われてい

るかを検証するために作成される集計表であるから、本件各書類はいずれも

総勘定元帳、日記帳、仕訳帳及び補助簿等には当たらず、また、これら会計

の帳簿を作成する材料となった書類その他会計の帳簿を実質的に補充する書

類に当たるともいえないと判示し、株主の請求を棄却している。

このように近時の裁判例からも明らかなように、裁判所は限定説を採用し

ているものと考えられる。しかし、後述する請求理由との関係から調査対象

が限定されていくことに鑑みると、調査対象を狭く解する必要性はそれほど

高くないようにも思われる。

（3）民事訴訟法との関係

閲覧対象となる範囲については、民事訴訟法に係る論点ではあるものの、



株主による会社情報の収集に関する近時の判例の動向

45

MBOにおける文書提出命令を求めた事案である神戸地決平成24年 5 月 8 日

金判1395号40頁が「集金伝票や請求書は、いずれも法人税法や消費税法にお

いて相手方に保存が義務づけられた帳簿書類に当たり、国税庁等の調査に際

して、国税庁等に提示することが予定されている文書」と判示している。し

たがって、出金伝票及び請求書は自己使用目的の内部文書（民事訴訟法220

条４号ニ）に当たらないとして同文書の提出を命じている。

こうした裁判所の理解に対しては、会社法の視点からは、前述のように法

人税確定申告書のような経理に関するものは会計帳簿閲覧謄写請求権の対象

とならないとされており、会計帳簿閲覧謄写請求権に関する規整ないし利益

衡量が手続法によって覆される可能性がある。そのため、実体法の秩序が手

続法によって容易に破られることになってしまうから望ましくないと批判さ

れている。

他方で、株主による証拠収集に関して、最決平成12年12月14日民集54巻 9

号2709頁は会社の内部稟議書は自己使用目的の内部文書（民事訴訟法220条

4 号ニ）であると判示している。このような解釈は株主代表訴訟の場面でも

妥当するといわれており、この判例のもとでは、株主が会社役員を責任追及

するための証拠収集は相当な困難が予想されるとも指摘されている。それゆ

（34）

（35）

（34）　中東正文「MBOにおける情報開示と文書提出義務─神戸地裁平成24年 5 月 8 日決

定を機に─」金判1398号 1 頁（2012年）。同「会社非訟事件の現状と課題─会社法の視

点から」川嶋四郎＝中東正文編『会社事件手続法の現代的課題』252-255頁（日本評論社、

2013年）も参照。

（35）　田中亘「取締役の善管注意義務・忠実義務および株主代表訴訟」同編著『数字でわ

かる会社法』88頁注26（有斐閣、2013年）。なお、株主代表訴訟と文書提出義務との関

係を民事訴訟法の観点から検討する論稿として、川嶋四郎「株主代表訴訟における文書

提出命令の判断方式に関する一視点・覚書」名城69巻 1 ・ 2 号197頁（2019年）、同「株

主代表訴訟と文書提出命令」川嶋四郎＝中東正文編『会社事件手続法の現代的課題』61

頁（日本評論社、2013年）、中島弘雅「株主代表訴訟と文書提出命令─神戸地裁平成24

年 5 月 8 日決定を契機として」山本克己ほか編『民事手続法の現代的課題と理論的解明』

291頁（弘文堂、2017年）等がある。
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えに、株主による会社情報の収集については会社法による規律のみならず、

民事訴訟法との関係も重要であってその調整も重要になる。

三．会計帳簿に関する近時の重要判例とその検討

1．東京高裁平成28年 3 月28日判決

会計帳簿の閲覧謄写に関する近時の重要判例として、東京高判平成28年 3

月28日金判1491号16頁（以下、「平成28年判決」という）がある。この事案

において、株主は会計帳簿の不正操作や会社代表者が不当な利益を得ている

可能性が疑われ、株主として会計帳簿等を確認して不正を明らかにするとと

もに、帳簿を操作した役員に対し責任追及を行う必要があることを理由とし

て会計帳簿の閲覧謄写請求をした。なお、会社は株主に対し第一審において

一部資料を提出したほか、控訴審においても株主からの要望等を踏まえて資

料を送付していた。

こうした事実関係のもと、裁判所は「会社法433条 1 項に基づく会計帳簿

等の閲覧謄写請求をする株主等は、その理由を具体的に記載しなければな

ら」ず、「株主等に理由を具体的に記載させるのは、請求を受けた会社が閲

覧等に応ずる義務の存否及び閲覧させるべき会計帳簿等の範囲を判断できる

ようにするとともに、株主等による探索的・証拠漁り的な閲覧等を防止し、

株主等の権利と会社の経営の保護とのバランスをとることにあると解される

から、違法な経営が行われているとの疑いを調査するために上記請求をする

場合には、具体的に特定の行為が違法又は不当である旨を記載すべき」とし

（36）

（36）　本件の評釈として、拙稿・前掲（注 1）381頁、齊藤真紀「判批」商事2230号81頁

（2020年）、出口正義「判批」リマークス54号94頁（2017年）、寺前慎太郎「判批」信州

大学経法論集 2号173頁（2017年）、三浦治「判批」月刊税務事例49巻 6 号52頁（2017年）、

山下徹哉「判批」法教433号156頁（2016年）等がある。
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た。そうした理解を前提に上記の理由は具体性に欠けていないと判示した。

そのうえで、請求理由等を踏まえて会計帳簿閲覧謄写請求の対象となる範

囲を画定した。その一方で、会計帳簿閲覧謄写請求の請求理由との関係です

でに開示を受けているものについては会社の業務の遂行を妨げるものとして

会社法433条 2 項 2 号に該当すると判示した。

2 ．請求理由の具体性と対象の関連性

（1）これまでの判例との関係

平成28年判決で争点となったのが、株主が会計帳簿の閲覧謄写を請求する

理由の具体性である。株主は会計帳簿の閲覧謄写請求権の行使を会社に請求

する際、当該請求の理由を明らかにしなければならない（会社法433条 1 項

後段）。

その趣旨について、最判平成16年 7 月 1 日民集58巻 5 号1214号（以下「平

成16年判決」という）が請求の理由は「具体的に記載されなければならない

が…請求をするための要件として、その記載された請求の理由を基礎付ける

事実が客観的に存在することについての立証を要すると解すべき法的根拠は

ない」と述べている。この判決は最高裁として初めて会計帳簿の閲覧謄写請

求に要求する理由の記載につき、具体的に記載されなければならないことを

正面から説示した。そのうえで、株主がその記載した理由を基礎付ける事実

の証明は要しないことを明確にしたものとして位置付けられている。

もっとも、平成16年判決以前にも、仙台高判昭和49年 2 月18日高民集27巻

（37）

（38）

（37）　なお、この事案の関連事例として、株式を共同相続したが、遺産分割協議が調わな

い段階で会計帳簿閲覧謄写請求を行使し、その権利保全のための仮処分が認められるか

が争われた東京高決平成13年 9 月 3 日金判1136号22頁がある。その評釈として、伊藤靖

史「判批」商事1731号74頁（2005年）、菊地雄介「判批」金判1143号59頁（2002年）等

がある。

（38）　松並重雄「最判解」『最高裁判所判例解説民事篇 平成16年度（下）』409頁（法曹会、

2007年）。
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1 号34頁において「株主が同条（筆者注：商法293条ノ 6）に基づき裁判上

その請求権を行使する場合は、当事者双方に対し、攻撃、防禦方法を適正に

行使させる上から、対象物を単に会計の帳簿及び書類と申立てるのみでは足

らず、例えば何年度の如何なる帳簿及び書類であるかを具体的に特定する必

要があるものと解するのが相当であり、このことは裁判の既判力、執行力の

面からも当然に要請されるところである」とする。

さらに、高松高判昭和61年 9 月29日判時1221号126頁は「株主の調査の目

的と関係のない会計の帳簿又は書類についてまで、会社が閲覧等を受忍しな

ければならない実質的な理由は見出だし難く、会社はこのような無関係な帳

簿又は書類については株主の閲覧等の請求を拒絶できるというべきである」

とする。そのうえで「法は、閲覧等の請求書に、例えば何年度のどの帳簿と

いうように閲覧の対象を明示して請求することを当然の前提としているもの

と解するのが相当である」と判示し、この上告審である最判平成 2年11月 8

日判時1372号131頁もこれを是認していた。

（2）学説の動向

学説も平成16年判決と同様に具体的記載が要求されているとする。こうし

（39）

（40）

（41）

（39）　田中誠二『三全訂会社法詳論 下巻』915頁（勁草書房、1994年）、河本一郎『現代

会社法（新訂第 9版）』670頁（商事法務、2004年）は、この判決の結論を支持している。

（40）　松並・前掲（注38）397頁は、請求理由を具体的に記載したものとはいえないとす

る事例判断であると位置付けている。上田純子「会計帳簿閲覧権と業務執行検査役選任

請求権」石山卓磨監修『検証判例会社法』475頁（財経詳報社、2017年）も、この事案

で請求株主は会社でありながら、いわゆるプロ株主であった可能性という特殊性が判断

に影響を及ぼしたものとも推測されるから事例判決と解すべきであると主張している。

ただ、正井章筰「株主の帳簿閲覧請求権の行使をめぐる問題点」判タ917号168頁（1996

年）は、この事案において株主は具体的な理由を記載されているとして、結論に反対し

ている。

（41）　江頭・前掲（注19）735頁、田中亘『会社法（第 3版）』475頁（東京大学出版会、

2021年）、松田＝鈴木・前掲（注28）459頁、大隅＝今井・前掲（注15）505頁、小橋・
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た要求がされている理由は、会社の営業に支障をきたす恐れがあるために手

続を慎重にさせて、会社が閲覧請求に拒絶事由が存しないかどうかを判断で

き、会計帳簿等の範囲を閲覧目的との関連するものに限定する必要があるか

らである。そのうえで株主の知る権利と会社経営の保護のバランスをとるた

めに、株主にある程度具体性のある閲覧目的があって株主の閲覧の必要性が

より具体的でかつ大きいと考えられる場合に限って閲覧が認められるとする。

ただ、請求理由の具体性については厳格に解するのではなく、できるだけ

緩やかに解すべきであって、会社法においてはこの点がより強調されなけれ

ばならないと主張されている。その理由として会社法は定款自治の拡大させ

たことにより、多数派株主及び取締役等の会社経営者の行動の自由を拡大し

ており、解釈において少数派株主の保護を図る必要があるからとされる。

会計帳簿の閲覧謄写請求に際して請求理由を具体的に要求することから、

その請求理由によって閲覧の対象となる帳簿等の範囲が限定されるか否かが

問題となる。この問題に対して学説は見解が分かれるが、株主は会社が作成

及び管理している会計帳簿ないし資料の状況を容易に知り得ないのが通常で

ある。したがって、原則としてはその全てについて閲覧請求をできるとする。

その一方で、会社としては閲覧目的と無関係な会計帳簿及び資料の範囲の立

証によってその閲覧を拒絶できると解すべきであるとも主張されている。

（42）

（43）

（44）

（45）

前掲（注29）1464頁、山口＝垣内・前掲（注 9） 8頁等。

（42）　江頭＝弥永編・前掲（注 6）139頁［久保田光昭］。前田雅弘「判批」商事1207号25

頁（1990年）は、閲覧の対象となる会計帳簿の範囲を限定するところに重要な意味があ

ると述べている。

（43）　岩原紳作「判批」ジュリ1056号157頁（1994年）

（44）　正井章筰「判批」金判1269号19頁、21頁注11（2007年）。

（45）　江頭＝弥永編・前掲（注 6）139頁［久保田光昭］、江頭・前掲（注19）735頁注 1、

久留島隆「株主の会計帳簿閲覧・謄写請求権行使と問題点」法研66巻 1 号270頁（1993

年）、石井・前掲（注15）245頁、上柳ほか編・前掲（注 6）211頁［和座一清］、大隅＝

今井・前掲（注15）504頁。



50

ただ、上記のような請求理由に具体性が要求されている基準に大きな違い

がないとも指摘されている。すなわち、違法な経営が行われているとの疑い

を調査するために閲覧謄写請求をする場合、特定の違法又は不当な行為を指

摘しなければ、閲覧謄写を求める会計帳簿の範囲を概括的であったとしても

その特定が難しいことをその理由とする。

このような理解は会計帳簿の閲覧謄写に係る裁判実務に親和的な理解であ

る。裁判実務においては訴え提起段階から会計帳簿等の詳細な特定は困難で

あるから、訴状段階の特定がある程度包括的ないし概括的なものにとどまる

のはやむを得ないとされている。そこで株主が可能な限り、請求理由と関連

すると思われる会計帳簿等を特定して請求をなし、会社が請求された会計帳

簿等の存否や請求理由との関連性に関する反論によって、請求対象は自ずと

限定されていくと考えられている。

（3）請求理由による閲覧対象の限定

会計帳簿の閲覧謄写請求に係る請求理由によって対象となる帳簿等の範囲

が限定されるか否かが争われた事例として、東京高判平成18年 3 月29日判タ

1209号266頁がある。同事件で裁判所は、閲覧謄写の範囲につき、原審であ

る東京地判平成17年11月 2 日判タ1209号269頁の判示した「会社において、

当該具体的理由と関連性のある会計帳簿等の範囲を特定できるようにするこ

とにあるから、当該具体的理由と離れて、一般的に被告（筆者注：会社）の

（46）

（47）

（48）

（46）　伊藤靖史「ケースで探索・会社法（第11回）計算：会計帳簿の閲覧」法教485号102

頁（2021年）。

（47）　東京地方裁判所商事研究会編『類型別会社訴訟Ⅱ（第 3版）』674-676頁［俣木泰治］

（判例タイムズ社、2011年）参照。

（48）　同事件の評釈として、菅原貴与志「判批」平成18年度重判解（ジュリ1332号）109

頁（2007年）、正井・前掲（注44）16頁、山田泰弘「判批」商事1890号56頁（2010年）

等がある。
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会計帳簿等の閲覧謄写を認めることはできない」という理解を支持しつつも

「判決の主文において客観的に明確でなければなら」ないと述べている。こ

うした判示は履行強制の実効性の確保という観点から請求理由における特定

方法を具体的に明らかにしたものであって、実務的にも重要な意味があると

評価されている。ただ、会計帳簿の調査によって新たな事実が判明する場合

もありうるため、閲覧対象は限定すべきではないとの指摘もある。

これ以降の事案として、最決平成21年 1 月15日民集63巻 1 号 1 頁の第一審

である名古屋地決平成19年 1 月18日民集63巻 1 号12頁も「閲覧等の請求は、

理由を付した書面をもって行わなければならないが、株主は会社内部の記帳

の状況を知ることができないのであるから、一応必要とする帳簿等の閲覧等

を求めることができる」としつつ、会社は「この理由とは関係がない帳簿等

については、不必要であることを立証して閲覧等を拒むことができる」とし

ている。この判示は控訴審である名古屋高決平成20年 8 月 8 日民集63巻 1 号

31頁においても是認されている。

このように会計帳簿閲覧謄写の請求目的により閲覧対象が制限されるとし

ても、その範囲が狭くなりすぎるおそれがある。そこで上記平成18年判決は

「株主の権利として証拠の探索あるいは渉猟を認めるものではなく、請求の

理由による閲覧謄写の範囲の限定が株主の権利と会社経営の保護との調整機

能を有することからすれば、株主としては、閲覧謄写を認められた会計帳簿

等を検討するなどした結果、さらに他の部分も閲覧謄写する必要が具体的に

明らかになれば、これを理由にさらに会計帳簿等の閲覧謄写を請求すること

ができるのであるから、終局的には株主側の権利が損なわれることはない」

としている。

しかし、それでは株主に時間と費用を改めて強いることになるほか、裁判

（49）

（50）

（49）　菅原・前掲（注48）110頁。

（50）　正井・前掲（注44）20頁。
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所への負担も大きくなる。それにとどまらず、会計帳簿閲覧謄写請求権は株

主に付与された監督是正権を行使する前提手段としての性格を持つからその

権利の実現には迅速性が求められるとともに実効性を失わせることになる。

それゆえに少なくとも株主と会社の主張等を勘案して、当初の目的を 1回の

請求で完結するような範囲とすべきである。

あるいは、閲覧謄写の対象となる会計帳簿の範囲については、裁判所の訴

え提起をもって閲覧請求されている場合には裁判所の釈明権の行使（民事訴

訟法149条 1 項）にも期待がされている。ただ、釈明権の行使によって請求

理由の詳細が容易に判る場合もあることから、その行使は義務的であるとも

指摘されている。

もっとも、会社が争わなかったために裁判所が会計帳簿の閲覧対象を限定

しなかった裁判例もある。そのような事案として、東京地判平成30年 2 月 5

日LEX/DB文献番号25551775では、株主の請求した会計帳簿の閲覧謄写請

求の対象が会社法433条 1 項にいう「会計帳簿又はこれに関する資料」に該

当するかどうかを検討したのみで、それに該当すると判断された会計帳簿に

ついてはその閲覧謄写が認められている。この事案では会社は会計帳簿の閲

覧謄写を請求する理由はないという主張しかしていなかった。ただし、会計

帳簿の閲覧対象の範囲を特定することなく、請求理由と関連性のない部分ま

で広く求めていることから業務の遂行を妨げる目的があるものと推認して会

社法433条 2 項 2 号に該当するとした事例として、東京地判平成29年 9 月12

日LEX/DB文献番号25539186があることに留意する必要もある。

こうした点を踏まえて、会計帳簿の閲覧謄写請求における裁判所の位置付

（51）

（52）

（53）

（51）　正井・前掲（注44）20頁、前田・前掲（注42）27頁、齊藤・前掲（注36）86頁。

（52）　山口＝垣内・前掲（注 9）10頁。岸田雅雄「判批」商事823号31頁（1978年）も、

前述の仙台高裁昭和49年判決において、裁判所の釈明権の行使が適正になされたかにつ

いて疑問を提起している。

（53）　正井・前掲（注40）169頁注35、同頁注39。
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けにつき、会社側の主張立証を待たず、裁判所が関連性の有無を審査するこ

とができる判断枠組みが望ましいと主張されている。なぜなら、株主は請求

の対象の全てを関連性があると主張する可能性が高い。その一方で、その対

象となる会計帳簿の取捨選択を会社でしなければならないとすると負担が過

多になるのみならず、会社の争い方の巧拙で結果も変わりうるからである。

このような理解は株主と会社の利害調整を裁判所を通して図るものであると

いえる。

また、前述のように会計帳簿の閲覧謄写については閲覧の対象となる範囲

に見解の相違があるところ実質的に請求理由が閲覧対象を特定する機能を有

しているから、請求理由にとの関連性で閲覧対象が限定されることになる。

したがって、改めて閲覧対象を特定する必要性は乏しく、閲覧対象範囲は

個々の事案ごとに判断することが可能である。それゆえに限定説のいう会計

帳簿閲覧謄写請求の閲覧対象となる会計帳簿の範囲を限定して考える必要が

なく、請求理由との関連があれば法人税確定申告書案等も閲覧対象の範囲に

含めてもよいと指摘されている。

もとより、平成28年判決の特色として、不必要に多数の会計帳簿の閲覧謄

写は会社法433条 2 項 2 号に該当するとした。その前提として株主は会社の

有する会計資料内容を知りえないことを前提に、閲覧謄写の範囲を包括的な

いし概括的な画定にとどめて、具体的な資料の要否は判断できる限りで拒絶

事由を適用として閲覧謄写の範囲を限定している点にある。

平成28年判決のような拒絶事由の柔軟な適用は、経営者を困惑させて当該

権利行使とは無関係の不当な要求を認めさせようとする「嫌がらせ型」の濫

用を拒絶事由の該当性によって対処すると考える学説と軌を一にするもので

（54）

（55）

（56）

（57）

（54）　齊藤・前掲（注36）85頁。

（55）　山田・前掲（注48）61頁。

（56）　山下・前掲（注36）156頁。

（57）　前掲（注25）とそれに対応する本文を参照。
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ある。このように株主の閲覧対象範囲の画定に際して、拒絶事由の柔軟な適

用は今後の会計帳簿に係る紛争の解決手段として有益であって、今後の会計

帳簿の閲覧謄写請求に係る拒絶事由の適用の方向性を示すものであるといえ

よう。

四．他の情報収集権との関係等

1．取締役会議事録との比較

株主による会社情報の閲覧謄写の対象となる範囲については、取締役会議

事録においても生じうる。そもそも、取締役会議事録も取締役等の責任追及

をする場合に重要な役割を果たす。取締役会議事録には議事の経過の要領と

その結果が記録されており、取締役会の決議が適正な手続を経て成立したか

どうか、又は取締役が取締役会における意思決定に誠実に参加しているかど

うかが明らかとなる。その他にも報告事項等からは業務執行取締役の業務執

行状況も知ることができる。それゆえに取締役等の責任追求のためには重要

な会社情報である。

そこで会社法は取締役会議事録の閲覧謄写を認めているが、取締役会議事

録の閲覧謄写の許可申請においては、株主としての権利行使に必要があると

きに認められる（同法371条 1 項）。それゆえに、その判断するために対象と

なる議事録を特定する必要がある。しかし、会社の内部者ではない株主はど

のような議事録が存在するかわからないのが通常であり、調査の対象となる

議事録を具体的な特定には困難がある。

この点につき、東京地判平成18年 2 月10日判時1923号13頁は、その特定の

（58）

（59）

（58）　森本滋『企業統治と取締役会』274-275頁（商事法務、2017年）。

（59）　酒巻俊雄＝龍田節編集代表『逐条解説会社法 第 4巻機関・ 1』593-594頁［早川勝］

（中央経済社、2008年）、森本・前掲（注58）281-282頁。
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程度につき「取締役会議事録の閲覧・謄写の許可の申請をする者は、当該取

締役会の議事録の作成・所持に関与しているわけではなく、いつ、いかなる

内容の取締役会が開催されたかを認識していないのが通常であり、閲覧・謄

写を求める取締役会議事録を具体的に特定することが困難である」という理

解から「取締役会議事録の閲覧・謄写の許可を申請する場合には、申請の趣

旨において、閲覧・謄写の対象となる取締役会議事録を特定する必要がある

ものの、その程度は、当該申請に係る取締役会議事録の閲覧・謄写の範囲を

その外の部分と識別することが可能な程度で足りる」と判示した。つまり、

議事録の閲覧謄写の範囲をその他の部分と識別できる程度でよいとする。

こうした判示に対して、学説には会計帳簿の閲覧謄写請求を参考にして上

記の裁判例を理解するものがある。すなわち、前述のように、株主は会社が

作成及び管理している会計帳簿ないし資料の状況を容易に知り得ないのが通

常であるから、会社は閲覧目的と無関係な会計帳簿及び資料の範囲の立証に

よってその閲覧の対象から除外できるという理解を取締役会議事録にも援用

して、取締役会議事録の閲覧対象の範囲を画定したとする。こうした理解は

会計帳簿閲覧謄写請求における対象の特定性に関する裁判例と学説の中間的

な立場を採ったものと評価されている。

ただ、会計帳簿と取締役会議事録ではその根拠規定の構造が異なる点に留

意する必要もある。会計帳簿については、会社法433条 2 項 1 号において「株

主がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的」で行った請求をした

場合についてはその請求を拒絶することができると規定されており、その立

証責任を会社が立証すべきものと考えられる。その一方で、取締役会議事録

の閲覧謄写については同法371条 2 項で株主が「その権利を行使するため必

要があるとき」と規定している。これは権利発生要件であって、その閲覧謄

（60）

（61）

（62）

（60）　前掲（注45）とそれに対応する本文参照。

（61）　岩原紳作「判批」ジュリ1348号242頁（2008年）。

（62）　取締役会議事録の閲覧謄写に係る実務においては、ここにいう権利に株主の共益権
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写を求める株主に疎明義務がある。こうした違いは取締役会議事録の閲覧謄

写請求は単独株主権であり、その行使に慎重さが求められるとともに、会計

帳簿と比べると取締役会議事録の方が株主にとって特定が容易であることが

その理由として考えられている。それゆえに上記判決は「申請に係る取締役

会議事録の閲覧・謄写の範囲をその外の部分と識別することが可能な程度で

足りる」との結論を導いており、その理解は妥当なものであるといえよう。

とはいえ、会計帳簿と取締役会議事録の閲覧謄写に係る「株主の権利」は

同趣旨であると考えられている。それゆえに、規定の構造が異なるものの、

会計帳簿や取締役会議事録等の閲覧謄写を広く会社情報の収集権として捉え

てパラレルに解釈していく方向性も十分にありうる。

さらに、取締役会議事録については、裁判所が「著しい損害を及ぼすおそ

れがある」とき認めたときは閲覧謄写の許可を与えないとしている（会社法

371条 6 項）。ここにいう「著しい損害」とは議事録の閲覧によって企業秘密

が漏洩し、その結果として会社に著しい損害を与える場合であると考えられ

（63）

（64）

及び自益権の両方が含まれていると解されているが、単に「株主代表訴訟を提起するた

め」といった記載では不十分であるとされており、具体的な理由を記載する必要がある

とされている（裁判所職員総合研修所『会社非訟事件及び借地非訟事件を中心とした非

訟事件に関する書記官事務の研究』270頁（法曹会、2021年））。こうした理解は、訴訟

事件と非訟事件で異なるとはいえ、訴訟事件である会計帳簿との共通するところがある

といえよう。こうした株主の会社情報の収集権に係る「株主の権利」の内容につき、拙

著・前掲（注 1）302頁以下も参照されたい。

（63）　岩原・前掲（注61）242頁。

（64）　酒巻＝龍田編・前掲（注59）592頁［早川勝］、竹内昭夫『改正会社法解説（新版）』

162頁（有斐閣、1983年）。稲葉威雄『改正会社法』244頁（金融財政事情研究会、1982年）

は、会計帳簿の閲覧拒否事由を定める293条ノ 7第 1号（会社法433条 3 項 1 号）を積極

的要件として裏返して規定したものであると述べている。もっとも、小橋一郎「取締役

会の議事録」民商86巻 1 号46頁（1982年）は、取締役会議事録の閲覧謄写請求に要求さ

れている株主の権利行使の必要性は会計帳簿閲覧謄写請求よりも厳格な要件であると解

している。



株主による会社情報の収集に関する近時の判例の動向

57

ているが、何が損害となるかは相対的な概念であるとされている。

取締役会議事録の閲覧謄写に関する権利行使の必要性が否定される場合及

び著しい損害の要件について判示した事案として佐賀地決平成20年12月26日

金判1312号61頁がある。同決定で、裁判所は著しい損害を及ぼす要件として

「閲覧・謄写を認めることによって株主が得られる利益と会社等が被る損害

とを比較考量し、会社等により多大な損害が生ずるとき」と述べている。

ただ、本決定は福岡高決平成21年 6 月 1 日金判1332号54頁において次のよ

うに変更されている。すなわち、取締役会議事録の閲覧謄写を申請した株主

は「株主の地位を仮託して、個人的な利益を図るため本件M&Aを巡る訴訟

の証拠収集目的で本件申請をしたものと認めるのが相当である」とする。

こうした判示に対しては訴訟に至るまでの株主の行動を注視して動機を解

明して間接事実の認定によって株主としての権利行使の正当な目的を否定し

た事例として位置付けられることもある。とはいえ、株主の権利行使の必要

性が極めて高く、多少の企業秘密が漏洩しても株主全体のために利益となる

ような事情があれば、その損害は著しいとはいえず、裁判所には相当の裁量

の幅が認められるべきであると考えられている。

もとより、著しい損害という点については会計帳簿や株主名簿といったそ

の他の会社情報の閲覧謄写にも共通する問題である。それゆえに会社情報の

閲覧謄写を認める制度趣旨のバランスの中で解決していくことが望ましい。

そこで会計帳簿と同様の解釈をしていくことも考えられる、すなわち、取

（65）

（66）

（67）

（68）

（65）　元木伸『改正商法逐条解説〔改訂増補版〕』133頁（商事法務研究会、1983年）、稲葉・

前掲（注64）244頁（金融財政事情研究会、1982年）。

（66）　木村・前掲（注14）78頁。

（67）　元木・前掲（注65）133頁、稲葉・前掲（注64）244頁。

（68）　福島洋尚「判批」金判1339号24頁（2010年）。なお、取締役会議事録の閲覧謄写に

係る近時の論稿として、木俣由美「取締役会議事録閲覧・謄写権の『必要性』の要件の

検討─株主代表訴訟提起権の濫用規制を参考に─」出口正義ほか編著『企業法の現在─

青竹正一先生古稀記念』297頁（信山社、2014年）がある。
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締役会議事録の閲覧謄写にいう「著しい損害を及ぼすおそれ」の解釈が、企

業秘密の漏洩とそれによる会社に著しい損害を与える場合であるならば、会

計帳簿の閲覧謄写であっても同様の状況が想定され、会計帳簿の閲覧謄写に

係る拒絶事由の適用の参考になるものと思われ、翻って「著しい損害を及ぼ

すおそれ」の解釈にも参考になる。それゆえに会社情報の収集権を横断的に

解釈していく方向性もありうる。

2 ．計算書類等の不作成

平成28年判決の争点と直接の関連はないが、裁判所は「平成17年 9 月の当

座預金元帳については、現存していることを認めるに足りる証拠はなく、こ

れについて閲覧謄写を求めることはできないと解される」と述べている。判

決の時期は現存していないとする会計帳簿の保存期間である10年を徒過して

おり、判示している内容も当然であると考えられるが、こうした裁判所の理

解は重要な問題を提起するものといえなくない。

計算書類等に関する事案であるが、東京地判平成27年 7 月13日金判1480号

51頁で裁判所は次のような判示をしている。「会社が計算書類等を作成して

いない場合において、株主が会社に対して、同項に基づいて計算書類等を作

成することまで請求することはできないと解される」として、株主の請求を

棄却している。会社に対して計算書類等の作成を株主が求めることができな

いという解釈を正しいとした場合に、会社法の規律に対して次のような問題

提起がされている。すなわち、会社法は計算書類等を備え置かなかった場合

に、取締役等に対して過料を科す旨を規定しているが（会社法976条 5 号）、

（69）

（69）　同事件の評釈として、島田志帆「判批」商事2201号45頁（2019年）、前田修志「判批」

ジュリ1521号126頁（2018年）、吉田正之「判批」金判1504号 2 頁（2016年）、弥永真生「判

批」ジュリ1489号 2 頁（2016年）等がある。この控訴審判決である東京高判平成27年11

月11日判例集未搭載の評釈として、片木晴彦「判批」平成28年度重判解（ジュリ1505号）

114頁（2017年）がある。
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実際問題として過料は法務局が所管している商業登記に関するもの以外には

ほとんど科されていない。

このような制度の形だけ作って実際の執行（エンフォース）が形骸化して

いる例が極めて多いとも指摘されており、会社法976条の過料が実際に機能

しているのは登記懈怠（同条 1号）と取締役等の選任懈怠（同条22号）くら

いであるともいわれている。そうしたことから過料を科すだけでは取締役等

が計算書類等を作成し、備え置く十分なインセンティブにならず、株主に必

要な情報の入手可能性を確保する会社法の規律の実効性が担保できないと指

摘されている。

そこで、次のような立法論が展開されている。持分会社においてはすべて

の社員が業務・財産状況調査権を有している（会社法592条）。それに対し

て、株主会社においては計算書類等の閲覧謄写のみが単独株主権であり、株

主による会計帳簿閲覧謄写請求や検査役選任請求は少数株主権とされてい

る。こうした持分会社と株式会社の差異はその性格が異なっているというと

いう理由だけでは正当化することができないと批判されている。それゆえに

株式会社においても、株主に計算書類等による情報提供されない場合は、持

分会社のように業務・財産状況調査権、あるいは会計帳簿閲覧謄写請求権を

付与することが立法論的にはバランスが取れるのではないかという示唆がさ

（70）

（71）

（72）

（73）

（70）　江頭憲治郎＝中村直人編『論点体系会社法（第 2版） 6─組織再編Ⅱ、外国会社、

雑則、罰則』647-648頁［葉玉匡美］（第一法規、2021年）。弥永真生「企業法における

法の実現手法」佐伯仁志ほか『法の実現手法』161頁（岩波書店、2014年）も参照。

（71）　稲葉威雄『会社法の解明』569頁（中央経済社、2010年）。弥永真生「計算書類等の

不作成」砂田太士ほか編『企業法の改正課題』365頁注 7（法律文化社、2021年）。は、

こうした状況が生じているのは裁判所以外に法執行機関が整備されていないという理由

によるものと指摘している。

（72）　弥永・前掲（注71）357頁。

（73）　弥永・前掲（注71）358-359頁。ちなみに、同論文では、株主による会計参与選任

請求権の付与や計算関係書類の登記所開示も併せて主張している。
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れている。

こうした発想は新しいものではない。たとえば、閉鎖会社では少数株主権

ではなく単独株主権として規定すべきであるとの立法論が展開されていた。

その他にも、昭和61年の商法・有限会社法改正試案において、会計帳簿の閲

覧謄写についても次のような改正案が提案された。閉鎖会社における株主は

信頼関係で結ばれていて、会社経営に対する関心が高いのが原則であり、会

社経営に対する監督是正のための会計帳簿の閲覧謄写権についても、その要

件を緩和して株主・社員の利益を保護するために適当であると考えられた。

そこで株主数が50人以下の株式会社、株式の譲渡制限の定めをした株式会社

等は持株比率を引き下げることが検討されていた。

たしかに、閉鎖会社では会社経営に対する関心が高いのが通常であり、あ

るいは株価の算定が困難な場合もあり、閉鎖会社は上場会社よりも会計帳簿

の閲覧謄写のニーズが高い。それゆえに閉鎖会社については会計帳簿の単独

株主権とする必要性が高いともいえる。

他方で、上場会社の場合には、少数株主権であるから会計帳簿の閲覧謄写

請求を通した濫用が抑止できるかにも疑問がないではない。たとえば、機関

投資家であれば会計帳簿を閲覧謄写請求できる場合が少なくない。それゆえ

に、機関投資家がデューデリジェンス代替目的等のような個人的利益を追求

するために会計帳簿を閲覧謄写する場合が否定できない。そうした事情も相

俟って安易に当該請求に応じた取締役等は任務懈怠責任を問われる可能性が

あるという懸念も示されている。

（74）

（75）

（76）

（74）　髙橋公忠「会計帳簿閲覧権制度」森淳二朗編集代表『蓮井良憲先生・今井宏先生古

稀記念 企業監査とリスク管理の法構造』266頁（法律文化社、1994年）。

（75）　改正試案の検討として、大谷禎男「商法・有限会社法改正試案の解説（ 9）─計算・

公開─」商事1086号32-33頁（1986年）参照。

（76）　木村・前掲（注14）79頁。そもそも、上場会社における株主の会計帳簿閲覧謄写請

求には消極的な見解もある。なぜなら、上場会社が主な規制対象となる金融商品取引法

は詳細な情報開示（たとえば、同法24条 1 項）を要求しており、保有する株式の評価が
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このように会社情報の収集権については会社規模に応じた課題があり、そ

れを一律に規制するにも無理が生じている部分が少なくない。その点に鑑み

るならば、会社法だけではなく、金融商品取引法やコーポレートガバナン

ス・コード等のいわゆるソフトローとの調整が今後必要になってくるのかも

しれない。

3 ．不当拒絶に対する損害賠償責任等

この点に関連して、計算書類等の不作成あるいは備え置かなったことによ

り会社又は株主を含む第三者が損害を被った場合、理論上、取締役等は会社

等に対して損害賠償責任を負うことになる（会社法423条・429条）。しかし、

会社等が計算書類等の不作成等により被った損害の立証が事実上不可能であ

るからこの手段によっても計算書類等を作成するインセンティブにはなりえ

ないといわれる。

もっとも、会社情報の収集権の不当拒絶に対する不法行為責任を追及する

事案は少なくない。いずれも株主名簿に係る事案ではあるが、古くは山形地

判昭和62年 2 月 3 日判時1233号141頁や長崎地判昭和63年 6 月28日判時1298

号145頁がある。近時の事案としては計算書類や会計帳簿等の閲覧謄写を求

めた東京地判令和元年12月20日LEX/DB 文献番号25581977がある。同事件

では閲覧等の請求に応じなかったことを善管注意義務違反であるとして慰謝

料を請求した。ただ、いずれの事案においてもその請求は認められていない。

会社情報の収集権に関して損害賠償請求が認められた事案としては、株主

（77）

容易であるからである（片木晴彦「判批」リマークス31号97頁（2005年）、西山芳喜「株

主の会計帳簿閲覧謄写請求権と商業帳簿制度との関係」平出慶道ほか編『菅原菊志先生

古稀記念論集 現代企業法の理論』455頁（信山社、1998年）参照）。なお、株主の会計

帳簿の閲覧謄写請求権と金融商品取引法上の情報開示との関係については、上村達男

「公開会社の法理と株主の経営監督機能」森編・前掲（注74）252-253頁も参照。

（77）　弥永・前掲（注71）357頁。
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名簿の閲覧謄写の不当拒絶に係る不法行為責任であるが、東京地判平成22年

12月 3 日判タ1373号231頁がある。ただし、この事案で原告である株主は株

主名簿、株主総会議事録、取締役会議事録及び計算書類の閲覧謄写等を求め

たが、被告である会社はこれを拒絶し続けていた。こうした事案において裁

判所は、会社は株主からの閲覧謄写の請求を「拒絶する法的根拠はなく、同

請求に応じる法律上の義務を負って」いるとし、会社は「同請求を受けた後、

本件訴え提起に至るまで、同請求を拒絶し続けたことは明らか」であり、会

社は「故意又は過失によって原告の権利を侵害したもの（民法709条）とい

うほかない」として30万円の慰謝料の支払請求を認めた。

もっとも、この事案における会社は非公開会社であって、原告を約10年と

いう長期にわたって株主たる地位自体が否定し、株主として扱ってこなかっ

たという特殊な事情がある。それゆえに事例判断であると考えられるが、不

当拒絶に関して慰謝料の支払義務を負う可能性があることも示唆されている。

前述の山形地昭和62年判決との関係においても、株主が正当な目的を告知

しない限り不法行為責任を追及できないとしている点で疑問が提起されてい

る。すなわち、そもそも株主の権利行使の目的が正当であるか否かの主張・

立証責任は会社が負うから損害賠償についても同様に解すべきであるとの主

張がされる。あるいは損害賠償請求が否定されるためには、少なくとも会社

が株主による閲覧謄写請求の拒絶により発生する違法な結果を予見すべき注

意義務を怠っていないといえる程度まで閲覧謄写請求の不当性を具体的に主

張しているかどうかを検討する必要があるとも指摘されてきた。

しかし、会社情報の収集権のモデルと考えられているアメリカ会社法で

は、たとえば、1950年に公表された模範事業会社法は株主の会社情報の調査

請求を会社役員が不当拒絶した場合に請求した株主の保有する株式価値の

（78）

（79）

（78）　本村健ほか『株主総会判例インデックス』241頁（商事法務、2019年）。

（79）　倉沢康一郎「株主名簿の閲覧請求と正当目的」ジュリ901号45頁（1988年）、久保田

光昭「判批」ジュリ973号117頁（1991年）。
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10％の損害賠償責任という罰則を定めていた。しかし、損害賠償を課すとい

うことに対して裁判所にためらいがあったことや会社経営陣の個人的責任に

より会社経営陣が企業秘密の保持という責任を怠る可能性があったため、

1984年改正によって当該規定は削除されている。

このように会社情報の収集権の不当拒絶への損害賠償は不当拒絶に対する

抑止機能を発揮しづらい。むしろ、不当に拒絶した場合には株主の負担した

弁護士費用等の損害賠償義務が積極的に認められるべきであるともいわれて

きた。あるいは形骸化しているといわれる過料という罰則規定を実際に執行

していくという方向性もありうる。他方で、株主と会社との間で利害対立が

生じることが多いことに鑑みると、会社側に一方的な負担を強いるだけでは

なく、株主側からみれば入手した情報を安易に処分したときにおける「情報

管理者責任」を課すことも必要であるかもしれない。

五．結びに代えて

本稿では、わが国の株主による会社情報の収集権につき、とりわけ会計帳

簿閲覧謄写請求権に焦点を当てて、判例の動向を手がかりに、他の情報収集

権との関係にも言及しつつ検討を進めてきた。会計帳簿閲覧謄写請求は制度

を設けた趣旨と実際の権利行使の態様や他の諸制度との関係、あるいはわが

国の制度とそのモデルとなっているアメリカ会社法における制度の位置付け

（80）

（81）

（82）

（83）

（80）　拙著・前掲（注 1）180-181頁。

（81）　久保田光昭「帳簿・書類閲覧権に関する立法論的考察─その実効性確保のために

─」吉川栄一＝出口正義編『石田満先生還暦記念論文集 商法・保険法の現代的課題』

196頁（文眞堂、1992年）。

（82）　拙著・前掲（注 1）347頁。なお、損害賠償と抑止効果の関係については、田中英

夫＝竹内昭夫『法の実現における私人の役割』156頁以下（東京大学出版会、1987年）

も参照されたい。

（83）　尾崎安央「株主名簿閲覧請求と権利濫用」判タ948号25頁（1997年）。
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の違いもあって、制度のどのように実効的に機能させていくかは重要な検討

課題である。

とはいえ、会社情報の収集権を俯瞰してみるとその解釈等には共通する点

も多い。会社情報の調査は、それぞれに制度目的が異なるものの、会社情報

の収集権を横断的に検討していく方向性も考えられる。会社情報の収集権の

目的が監督是正権を効率的、合理的あるいは適切に行使するための株主権で

あるが株主と会社との間で利害対立が生じることが多いことに鑑みれば、統

一的な理解のもとで会社情報の収集ができる制度の構築が望ましい。

もとより、会計帳簿閲覧謄写請求権については、平成 5年商法改正におけ

る議論でも、会計帳簿の閲覧謄写請求権に関する規定の構造は杓子定規で

あって、株主がその閲覧対象を特定してきたら全部かゼロというのでは制度

が機能しないといわれていた。さらに株主の当該権利行使を拒絶した場合、

その拒絶の当否は裁判所による訴訟事件としての判断されることになるから

事案に即した運用がほとんど不可能になると指摘されていた。そのため、平

成 5年商法改正当時の議論では会計帳簿閲覧謄写請求権制度全般の改善は残

されていた課題であると考えられていた。

会社情報の収集権に関する現代的な課題としては、コーポレートガバナン

ス・コードの施行により、取締役の指名又は報酬に関して会社法に基づくも

のではない任意の委員会を設置する上場会社が増えており、批判を浴びそう

（84）

（85）

（84）　アメリカ会社法においては、会社情報の収集権を包括して規定しており、そこでは

統一的な解釈がなされる。さらに、アメリカ会社法における会社情報の収集権を行使す

る際の特徴として、わが国のように個別具体的な会社情報ではない点にあり、その理由

としては規定の構造が一因として考えられる。それにより、コーポレート・ガバナンス

の継続した向上のための手段として会社情報の収集権が行使されているようにも思われ

る。その点につき、拙著・前掲（注 1）26-27頁等を参照されたい。

（85）　神田秀樹「会計帳簿等の閲覧謄写権」ジュリ1027号24-25頁（1993年）、河本ほか・

前掲（注11）21-24頁、落合誠一「平成 5年商法改正」法教156号11-12頁（1993年）参照。
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な判断の隠れ蓑としてそうした委員会を用いるインセンティブを生じさせて

いる。そのため、意思決定のプロセス等が開示されることを確保するルール

が必要であると指摘されており、会社法に基づかない機関の情報も請求目的

との関連で調査対象としていく必要があるのかもしれない。

ともあれ、昭和25年商法改正において重要な役割を果たしていたGHQと

いう外圧がない環境でわが国にふさわしい会社情報の収集権の在り方を模索

すべきであると主張されている。その一方で、アメリカ会社法では経済活動

の変化に伴った対応がされてきており、近年の議論では監督是正権のみなら

ず、組織再編の局面においても公正な組織再編が行われるための手段として

積極的な会社情報の収集が主張されている。

わが国の会社法はアメリカの州会社法、とりわけ、デラウェア州会社法を

（86）

（87）

（88）

（89）

（86）　松中学「任意の委員会の意義と法的課題」ビジネス法務16巻 9 号24-25頁（2016年）

参照。なお、会社法に基づかない任意の委員会につき、上村達男「任意の指名・報酬委

員会設計の視点とは何か」資料版商事395号23頁（2017年）も参照。

（87）　中東・前掲（注16） 1 頁。

（88）　たとえば、株主によるEメール等の電子的記録の調査につき、アメリカ会社法にお

いては判例法理の形成によってその調査が認められている。その点については、拙稿

「アメリカ会社法における会社情報の収集権の調査対象─判例等の展開を中心に─」専

法140号98頁以下（2020年）を参照されたい。

（89）　アメリカ会社法における組織再編局面での株主の会社情報の収集権の有用性につ

き、See James D. Cox=Kenneth J. Martin=Randall S. Thomas, The Paradox of 

Delaware's 'Tools at Hand' Doctrine: An Empirical Investigation, 75 Bus. Law. 2123

（2020）. なお、アメリカ会社法における近時の動向については、See Roy Shapira, 

Corporate Law, Retooled: How Books and Records Revamped Judicial Oversight, 42 

Cardozo L. REV. 1949（2021）. 組織再編との関連で、わが国の友好的買収の局面にお
いては証拠開示や情報開示が不十分であると指摘されてきた（白井正和『友好的買収の

場面における取締役に対する規律』544頁（商事法務、2013年））。それを補う制度として、

会社情報の収集権が考えられるが、組織再編と会社情報の収集権の連関については別稿

において検討する予定である。
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参考にしているとされている。そうであるならば、わが国における株主の会

社情報の収集権がアメリカ会社法での位置付けと同様に効果的に機能する可

能性も十分にある。そのためにも会社情報の収集権の再検討が必要な時期と

なってきているように思われる。

〔付記〕�本稿は、JSPS科研費 課題番号21K13218に基づく研究成果の一部で

ある。

（90）

（90）　岩原紳作「新会社法の意義と問題点」『商事法論集Ⅰ 会社法論集』31頁（商事法務、

2016年）〔初出 2006年〕。


